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国立大学法人東京農工大学部局組織運営規程の一部改正 

国立大学法人東京農工大学部局組織運営規程を次のとおり改正する。 

現行 改正 

目次 目次 

第1章 総則(第1条) 第1章 総則(第1条) 

第2章 部局の組織・部局長等(第 2条－第4条) 第2章 部局の組織・部局長等(第 2条－第 4条) 

第3章 部局運営委員会(第5条－第9条) 第3章 部局運営委員会(第 5条－第9条) 

第4章 教授会・代議委員会(第10条－第 13条) 第4章 教授会・代議委員会(第10条－第 13条) 

第5章 雑則(第14条) 第5章 雑則(第14条) 

附則 附則 

 

本則 

 

本則 

第2章 部局の組織・部局長等 第 2章 部局の組織・部局長等 

(部局長) 

第 3条 (略) 

(部局長) 

第3条 (略) 

2 部局長の任期は 2年とし、再任を妨げない。 2 部局長の任期は 2年とし、再任を妨げない。ただし、部局長の

任期の末日は、当該部局長を任命する学長の任期の末日以前で

なければならない。 

(新設) 3 部局長が任期の途中で欠けた場合には、後任の部局長の任期

は、前任者の残任期間とする。 

3 (略) 4 (略) 

第3章 部局運営委員会 第 3章 部局運営委員会 

(組織) 

第 5条 規則第 24条に規定する部局運営委員会(以下「委員会」

(組織) 

第5条 規則第24条に規定する部局運営委員会(以下「委員会」
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という。)は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 という。)は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略) 

(4) 部局を担当する事務職員 (削る) 

(5) (略) (4) (略) 

2 (略) 2 (略) 

第4章 教授会・代議委員会 第 4章 教授会・代議委員会 

(組織) 

第 10条 規則第25条に規定する部局教授会(以下「教授会」とい

う。)は、当該部局に所属又は当該部局を兼務する教授、准教

授、専任講師、事務職員の代表者及びその他部局長が指名する

者をもって組織する。 

(組織) 

第10条 規則第 25条に規定する部局教授会(以下「教授会」とい

う。)は、当該部局に所属又は当該部局を兼務する教授、准教

授、専任講師及びその他部局長が指名する者をもって組織す

る。 

(審議事項) 

第 11条 教授会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

(審議事項) 

第11条 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに

当たり意見を述べるものとする。 

(1) 教育課程の編成に関する事項 (1) 学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項 

(2) 学生の入学、卒業又は修了その他在籍に関する事項及び学

位の授与に関する事項 

(2) 学位の授与に関する事項 

(3) 教育研究評議会から委任された事項 (削る) 

(4) その他当該部局の教育又は研究に関する重要事項 (削る) 

(新設) 2 前項に規定するもののほか、教育研究に関する重要な事項で、

教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの

は、次に掲げる事項とする。 

 (1) 教育研究組織の設置及び改廃に関する事項 

 (2) 教育課程の編成に関する事項 

 (3) 国立大学法人東京農工大学教育研究評議会規程第 2条第2
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項の規定に基づき教育研究評議会から委任された事項 

 (4) 教員の資格審査に関する事項 

 (5) 部局長の選考に関する事項 

(新設) 3 教授会は、前 2項に規定するもののほか、学長及び部局長がつ

かさどる教育研究に関する事項について審議し、並びに学長及

び部局長の求めに応じ、意見を述べることができる。 

(新設) 4 第 2項第3号に関し、必要な事項は別に定める。 

(代議委員会) 

第 13条 (略) 

(代議委員会) 

第13条 (略) 

2・3 (略) 2・3 (略) 

4 連合農学研究科の代議委員会は、次の各号に掲げる代議委員を

もって組織する。 

4 連合農学研究科の代議委員会は、次の各号に掲げる代議委員を

もって組織する。 

(1)～(3) (略) (1)～(3) (略) 

(4) 連合農学研究科の各専攻から選出された主指導教員資格を

有する教授 各1人 

(4) 連合農学研究科の各構成大学から選出された主指導教員資

格を有する教授 各1人 

(5) 連合農学研究科の各連合講座から選出された主指導教員資

格を有する教授 各1人 

(5) 連合農学研究科の各大講座から選出された主指導教員資格

を有する教授 各1人 

5～9 (略) 5～9 (略) 

 

別表 2(第2条第2号関係) 

 

別表2(第2条第2号関係) 

(略) 

生物システム応用科学府 

  博士前期課程 

   生物システム応用科学専攻 

(略) 

生物システム応用科学府 

  博士前期課程 

   生物機能システム科学専攻 
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  博士後期課程 

   生物システム応用科学専攻 

   共同先進健康科学専攻 

連合農学研究科 

  後期3年のみの博士課程 

   (略) 
 

  博士後期課程 

   生物機能システム科学専攻 

  一貫制博士課程 

   食料エネルギーシステム科学専攻 

  後期 3年の課程のみの博士課程 

   共同先進健康科学専攻 

連合農学研究科 

  後期 3年の課程のみの博士課程 

   (略) 
 

附 則（教規程第 3号） 

この規程は、平成27年4月1日から施行する。 


